
工芸 KOGEI がおもてなしをお手伝いします

宿泊施設の支配人様

―金沢の工芸作家の作品を貸し出します―

伝統に創造と革新が調和したまち金沢に全国の注目が集まっています。

そして金沢の魅力といえば、「食」と並び、工芸です。

貴施設にお越しのお客様を金沢の工芸でおもてなしをしませんか？

貸出しする工芸作品は、伝統工芸をはじめ意欲的な工芸アート作品など

金沢ならではの幅広い作品ばかりです。

金沢の工芸によるおもてなし空間の演出に是非ご活用ください。

対象

貸出
期間

作品

料金

市内で営業する宿泊施設 ※ただし、下記の条件を満たす必要があります。

・多くのお客様が閲覧でき、かつ、スタッフの目が届く展示場所であること

・スタッフが常駐、あるいは、監視カメラなどで、展示品を適切に管理できること

・その他、善良な管理者の注意をもって展示できること

金沢で活躍する工芸作家が創作した作品です。
陶磁、金工、漆、染織、ガラス、木工など多彩な作品を取りそろえて、
金沢クラフトビジネス創造機構にてコーディネートさせていただきます。

（一社）金沢クラフトビジネス創造機構
920-0961金沢市香林坊2丁目4番３０号

香林坊ラモーダ８F
tel 076-265-5107  fax 076-265-5108
e-mail  info@kanazawacraft.jp

お申込み
お問合わせ

1年間

「工芸作家支援金」として負担していただきます。
・3作品 年間50,000円
・2作品 年間35,000円
・1作品 年間20,000円

作品イメージ

注意
・貸出しできる作品は限りがあるので、お早めにお申し込みください。
・1施設あたり最大３点までの貸出しとし、ジャンルのご希望も承りますが、
申込み状況等により、貸出し数及びジャンルのご希望に沿えない場合がございます。

募集
期間 令和３年１１月１５日（月）～令和３年１２月２４日（金）



（様式第１号）

工芸品貸出申請書

令和 年 月 日
（ 年）

（宛先）金沢クラフトビジネス創造機構

社名・団体名
所 在 地
氏 名
電 話

次のとおり、工芸品を借用したいので、申請します。

期 間
※最大1年間

使用場所

※下記の欄を確認し、チェックを入れて下さい。

□ 多くのお客様が閲覧でき、かつ、スタッフの目が届く展示場所である

□ スタッフが常駐、あるいは、監視カメラなどで、展示品を適切に管理できる

□ そのほか、善良な管理者の注意をもって管理できる

貸出し希望数
※最大3作品まで

希望ジャンル
※〇をつけてください

陶磁 金工 漆 染織 ガラス 木工 その他（ ）

摘 要

工芸作品の貸出を希望される場合は、下記様式に必要事項をご記入のうえ、郵送、
ＦＡＸ，Emailでお申し込みください。

郵送の場合

FAXの場合
Emailの場合

｜ 920-0961 金沢市香林坊2-4-30
（一社）金沢クラフトビジネス創造機構

｜ 076-265-5108
｜ info@kanazawacraft.jp

（注意）
申込み状況等により、貸出し数及びジャンルのご希望に沿えない場合がございますので、
あらかじめご了承ください。


